
  
 

中日本高速道路株式会社情報公開規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、透明で公正な企業活動を目指し、中日本高速道路株式会社（以下「会

社」という。）が保有する情報の公開について定めること等により、会社の諸活動をお客

様に説明する責務を全うすることを目的とする。 

 

第２章 情報の提供 

 

（情報の提供） 

第２条 会社は、会社の諸活動についてのお客様の理解を深めるため、積極的に保有する

情報の提供に努め、情報の提供に関する施策の充実を図る。 

２ 会社は、会社法、金融商品取引法その他法令で定めるものに加え、次に掲げる情報に

ついてもその保有する情報を適時に、かつ、お客様が利用しやすい方法により、積極的

に提供する。 

一 財政制度等審議会（財務大臣の諮問機関）が定めた「特殊法人等に係る行政コスト

計算書作成指針」に準拠し作成した情報 

二 各事業年度の建設及び管理コストの計画と実績等 

三 主な工種における工事件数、発注額、落札率 

 

第３章 情報の開示 

 

（開示の求めの対象となる情報） 

第３条 会社は、前条の規定による情報の提供に加え、高い公共性を有する高速道路の建

設・管理に関し、役員又は社員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録をいう。以下同じ。）であって、会社の役員又は社員が組織的に用いるもの

として、会社が保有しているもの（以下「道路会社事業情報」という。）について、開示

の求めに応じて開示を行う。 

 

（開示の求めの受付） 

第４条 開示の求めを行う者は、次に掲げる事項を日本語で記載した書面（以下「開示の

求めの書面」という。）を直接または郵送で提出しなければならない。 

一 開示の求めを行う者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、開示の

求めを行う者の名前及び事務所又は事業所の所在地）並びに電話番号 

二 開示を求める文書の名称その他の開示の求めに係る道路会社事業情報を特定するに

足りる事項 

２ 会社は、開示の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、開示の求めを行う

者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

会社は、開示の求めを行う者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努める。 



  
 

 

（道路会社事業情報の開示） 

第５条 会社は、開示の求めがあったときは、開示の求めに係る道路会社事業情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除

き、開示の求めを行う者に対し、当該道路会社事業情報を開示する。 

一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除く。 

二 会社以外の法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営

む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 会社の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法

人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

三 会社、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は

相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率

直な意見の交換若しくは意思判断の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の

間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの  

四 会社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる

おそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの 

イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れ 

ハ 監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするお

それ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、会社の財産上の利益又は当事者としての

地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 会社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 



  
 

 

（存否情報に関する扱い） 

第６条 会社は、開示の求めに対し、当該開示の求めに係る道路会社事業情報が存在して

いるか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、会社は、当該道路

会社事業情報の存否を明らかにしないで、当該開示の求めを拒否することができる。 

 

（開示の求めに対する措置） 

第７条 会社は、開示の求めに係る道路会社事業情報の全部又は一部を開示するときは、

その旨の判断をし、開示の求めを行う者に対して、書面により連絡する。 

２ 会社は、開示の求めに係る道路会社事業情報の全部を開示しないとき（前条の規定に

より開示の求めを拒否するとき及び開示の求めに係る道路会社事業情報を保有していな

いときを含む。）は、開示をしない旨の判断をし、開示の求めを行う者に対し、その旨を

書面により連絡する。 

３ 前二項の判断（以下「開示判断等」という。）は、開示の求めがあった日から３０営業

日以内に行う。ただし、第４条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

４ 前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、会社は、開示の求め

を行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により連絡する。 

 

第４章 開示の実施 

 

（道路会社事業情報の開示の実施） 

第８条 道路会社事業情報の開示の実施は、写しの提供により行う。 

 

（手数料） 

第９条 会社は、開示の求めを行う者、再検討の求めを行う者又は道路会社事業情報の開

示を受ける者に対して、手数料を徴収する。 

２ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第１６条第１項の

手数料の額を参酌して、会社が定める。 

 

第５章 再検討の求め 

 

（再検討の求め） 

第１０条 開示の求めに対し、会社の行った開示判断等について、当該求めを行った者は、

会社から第７条第１項又は同条第２項の連絡を受けた日から二週間以内に、会社に対し

て再検討の求めを行うことができる。 

２ 再検討の求めの受付にあたっては、再検討の求めを行う者に対して、次に掲げる事項

を日本語で記載した書面を直接または郵送で提出するよう求める。 

一 再検討の求めを行う者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、再検討



  
 

の求めを行う者の氏名及び事務所又は事業所の所在地） 

二 開示を求める文書の名称その他の開示の求めに係る道路会社事業情報を特定するに

足りる事項 

三 再検討の求めを行う理由 

 

（再検討の求めに対する措置） 

第１１条 会社は、再検討の求めに対して、前条第２項第３号、第３条、第５条及び第６

条の規定に照らし、開示判断等を行い、再検討の求めを行った者に対し、その結果を書

面により連絡する。 

２ 前項の連絡は、再検討の求めがあった日から３０営業日以内に行う。ただし、形式上

の不備があると認めるときは、再検討の求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合において、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、会社は、再検討の求

めを行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により連絡する。 

 

 


